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◎
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
七
月
一
日
法
律
第
五
十
八
号
）
（
抄
）

(
基
本
指
針
の
作
成)

第
三
条
の
二

農
林
水
産
大
臣
は
、
農
用
地
等
の
確
保
等
に
関
す
る
基
本
指
針(

以
下
「
基
本
指
針
」
と
い
う
。)

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

基
本
指
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
、
農
業
振
興
地
域
整
備
基
本
方
針
の
指
針
と
な
る
べ
き
も
の
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

確
保
す
べ
き
農
用
地
等
の
面
積
の
目
標
そ
の
他
の
農
用
地
等
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
な
方
向

二

都
道
府
県
に
お
い
て
確
保
す
べ
き
農
用
地
等
の
面
積
の
目
標
の
設
定
の
基
準
に
関
す
る
事
項

三

農
業
振
興
地
域
の
指
定
の
基
準
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
際
し
配
慮
す
べ
き
重
要
事
項

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
基
本
指
針
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
、
か
つ
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
基
本
指
針
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

農
業
振
興
地
域
整
備
基
本
方
針
の
作
成)

第
四
条

都
道
府
県
知
事
は
、
基
本
指
針
に
基
づ
き
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
農
業
振
興
地
域
の
指
定
及
び
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の

策
定
に
関
し
農
業
振
興
地
域
整
備
基
本
方
針
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

農
業
振
興
地
域
整
備
基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

確
保
す
べ
き
農
用
地
等
の
面
積
の
目
標
そ
の
他
の
農
用
地
等
の
確
保
に
関
す
る
事
項

二

農
業
振
興
地
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
を
相
当
と
す
る
地
域
の
位
置
及
び
規
模
に
関
す
る
事
項

三

農
業
振
興
地
域
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

イ

農
業
生
産
の
基
盤
の
整
備
及
び
開
発

ロ

農
用
地
等
の
保
全

ハ

農
業
経
営
の
規
模
の
拡
大
及
び
農
用
地
等
又
は
農
用
地
等
と
す
る
こ
と
が
適
当
な
土
地
の
農
業
上
の
効
率
的
か
つ
総
合
的
な
利
用
の
促
進

ニ

農
業
の
近
代
化
の
た
め
の
施
設
の
整
備

ホ

農
業
を
担
う
べ
き
者
の
育
成
及
び
確
保
の
た
め
の
施
設
の
整
備

ヘ

ハ
に
掲
げ
る
事
項
と
相
ま
つ
て
推
進
す
る
農
業
従
事
者
の
安
定
的
な
就
業
の
促
進

ト

農
業
構
造
の
改
善
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
主
と
し
て
農
業
従
事
者
の
良
好
な
生
活
環
境
を
確
保
す
る
た
め
の
施
設
の
整
備

３

農
業
振
興
地
域
整
備
基
本
方
針
は
、
国
土
形
成
計
画
、
首
都
圏
整
備
計
画
、
近
畿
圏
整
備
計
画
、
中
部
圏
開
発
整
備
計
画
、
北
海
道
総
合
開
発
計
画
、
沖
縄
振
興
計
画
、

山
村
振
興
計
画
、
離
島
振
興
計
画
そ
の
他
法
律
の
規
定
に
よ
る
地
域
振
興
に
関
す
る
計
画
及
び
道
路
、
河
川
、
鉄
道
、
港
湾
、
空
港
等
の
施
設
に
関
す
る
国
の
計
画
並
び
に

都
市
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
農
業
振
興
地
域
整
備
基
本
方
針
の
作
成
に
つ
い
て
、
国
の
農
業
に
関
す
る
施
策
の
適
正
な
実
施
の
見
地
か
ら
必
要
な
勧
告
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を
す
る
も
の
と
す
る
。

５

都
道
府
県
知
事
は
、
農
業
振
興
地
域
整
備
基
本
方
針
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
農
業
振
興
地
域
整
備
基
本
方
針
の
う
ち
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
同
意
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
協
議
を
受
け
た
と
き
は
、
国
の
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

都
道
府
県
知
事
は
、
農
業
振
興
地
域
整
備
基
本
方
針
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
市
町
村
の
定
め
る
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
）

第
八
条

都
道
府
県
知
事
の
指
定
し
た
一
の
農
業
振
興
地
域
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
そ
の
区
域
内
に
あ
る
市
町
村
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
区
域
内
に

あ
る
農
業
振
興
地
域
に
つ
い
て
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

農
用
地
等
と
し
て
利
用
す
べ
き
土
地
の
区
域
（
以
下
「
農
用
地
区
域
」
と
い
う
）
及
び
そ
の
区
域
内
に
あ
る
土
地
の
農
業
上
の
用
途
区
分

二
～
六

（
略
）

３

（
略
）

４

市
町
村
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
う
ち
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
（
以
下
「
農
用
地
利
用
計
画
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
基
準
）

第
十
条

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
は
、
農
業
振
興
地
域
整
備
基
本
方
針
に
適
合
す
る
と
と
も
に
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か

つ
、
当
該
農
業
振
興
地
域
の
自
然
的
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
を
考
慮
し
て
、
当
該
農
業
振
興
地
域
に
お
い
て
総
合
的
に
農
業
の
振
興
を
図
る
た
め
必
要
な
事
項
を
一
体
的
に

定
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

３

市
町
村
の
定
め
る
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
う
ち
農
用
地
利
用
計
画
は
、
当
該
農
業
振
興
地
域
内
に
あ
る
農
用
地
等
及
び
農
用
地
等
と
す
る
こ
と
が
適
当
な
土
地
で
あ

つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
き
、
当
該
農
業
振
興
地
域
に
お
け
る
農
業
生
産
の
基
盤
の
保
全
、
整
備
及
び
開
発
の
見
地
か
ら
必
要
な
限
度
に
お
い
て
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
基
準
に
従
い
区
分
す
る
農
業
上
の
用
途
を
指
定
し
て
、
定
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

集
団
的
に
存
在
す
る
農
用
地
で
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
も
の

二

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
地
改
良
事
業
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
事
業
で
、
農
業
用
用
排
水
施
設
の
新
設
又
は

変
更
、
区
画
整
理
、
農
用
地
の
造
成
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
の
施
行
に
係
る
区
域
内
に
あ
る
土
地

三

前
二
号
に
掲
げ
る
土
地
の
保
全
又
は
利
用
上
必
要
な
施
設
の
用
に
供
さ
れ
る
土
地

四

第
三
条
第
四
号
に
掲
げ
る
土
地
で
、
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
も
の
又
は
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
土
地
に
隣
接
す
る
も
の
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五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
果
樹
又
は
野
菜
の
生
産
団
地
の
形
成
そ
の
他
の
当
該
農
業
振
興
地
域
に
お
け
る
地
域
の
特
性
に
即
し
た
農
業
の
振
興
を
図
る
た
め
そ

の
土
地
の
農
業
上
の
利
用
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
土
地

４
～
５

（
略
）

(

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
に
関
す
る
基
礎
調
査)

第
十
二
条
の
二

第
八
条
第
一
項
の
市
町
村
は
、
そ
の
区
域
内
に
あ
る
農
業
振
興
地
域
に
つ
い
て
、
お
お
む
ね
五
年
ご
と
に
、
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
に
関
す
る
基
礎
調
査

と
し
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
農
用
地
等
の
面
積
、
土
地
利
用
、
農
業
就
業
人
口
の
規
模
、
人
口
規
模
、
農
業
生
産
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
事
項
に
関
す
る
現
況
及
び
将
来
の
見
通
し
に
つ
い
て
の
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

（
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
変
更
）

第
十
三
条

都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
農
業
振
興
地
域
整
備
基
本
方
針
の
変
更
若
し
く
は
農
業
振
興
地
域
の
区
域
の
変
更
に
よ
り
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
礎
調
査

の
結
果
に
よ
り
又
は
経
済
事
情
の
変
動
そ
の
他
情
勢
の
推
移
に
よ
り
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
を

変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
町
村
の
定
め
た
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
が
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
決
定
に
よ
り
変
更
を
必
要
と
す

る
に
至
つ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
変
更
の
う
ち
、
農
用
地
等
以
外
の
用
途
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
農
用
地
区
域
内
の
土
地
を
農
用
地
区
域
か
ら
除

外
す
る
た
め
に
行
う
農
用
地
区
域
の
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
農
業
振
興
地
域
に
お
け
る
農
用
地
区
域
以
外
の
区
域
内
の
土
地
利
用
の
状
況
か
ら
み
て
、
当
該
変
更
に
係
る
土
地
を
農
用
地
等
以
外
の
用
途
に
供
す
る
こ
と
が
必

要
か
つ
適
当
で
あ
つ
て
、
農
用
地
区
域
以
外
の
区
域
内
の
土
地
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二

当
該
変
更
に
よ
り
、
農
用
地
区
域
内
に
お
け
る
農
用
地
の
集
団
化
、
農
作
業
の
効
率
化
そ
の
他
土
地
の
農
業
上
の
効
率
的
か
つ
総
合
的
な
利
用
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

三

当
該
変
更
に
よ
り
、
農
用
地
区
域
内
に
お
け
る
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
業
経
営
を
営
む
者
に
対
す
る
農
用
地
の
利
用
の
集
積
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
。

四

当
該
変
更
に
よ
り
、
農
用
地
区
域
内
の
第
三
条
第
三
号
の
施
設
の
有
す
る
機
能
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

五

当
該
変
更
に
係
る
土
地
が
第
十
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
土
地
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
土
地
が
、
農
業
に
関
す
る
公
共
投
資
に
よ
り
得
ら
れ
る
効
用

の
確
保
を
図
る
観
点
か
ら
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

３

（
略
）

４

第
八
条
第
四
項
及
び
第
十
一
条
（
第
十
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
市
町
村
が
行
う
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
（
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

、
第
九
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
第
十
二
項
の
規
定
は
都
道
府
県
が
行
う
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
（
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
第
十
二
条

の
規
定
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
変
更
後

の
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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◎
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
九
月
二
十
六
日
農
林
省
令
第
四
十
五
号
）

（
土
地
改
良
事
業
等
）

第
四
条
の
三

法
第
十
条
第
三
項
第
二
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
（
主
と
し
て
農
用
地
の
災
害
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
そ
の
他
の
農
業
の
生
産
性
を
向
上
す
る
こ
と
を
直
接
の
目
的
と

し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

イ

農
業
用
用
排
水
施
設
の
新
設
又
は
変
更
（
当
該
事
業
の
施
行
に
よ
り
農
業
の
生
産
性
の
向
上
が
相
当
程
度
図
ら
れ
る
と
見
込
ま
れ
な
い
土
地
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事

業
を
除
く
。
）

ロ

区
画
整
理

ハ

農
用
地
の
造
成
（
昭
和
三
十
五
年
以
前
の
年
度
に
そ
の
工
事
に
着
手
し
た
開
墾
建
設
工
事
を
除
く
。
）

ニ

埋
立
て
又
は
干
拓

ホ

客
土
、
暗
き
よ
排
水
そ
の
他
の
法
第
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
土
地
の
改
良
又
は
保
全
の
た
め
必
要
な
事
業

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
で
あ
る
こ
と
。

イ

国
が
行
う
事
業

ロ

国
が
直
接
又
は
間
接
に
経
費
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
補
助
を
行
う
事
業


